
ひまわり旅行へ 

☎ ２１－２０７１ 

２０２１年3月号 

ひまわりニュース 

当社は平日夜５時半まで営業しています・第四銀行様と盛来軒様の間です      

 

 ひまわり旅行へ           柏崎市駅前２－３－１０元丸大となり 

  担当 神林           ℡２１－２０７１ fax２１－２０７２ 

お申込みは 

旅行を計画している皆様へ 

営業時間 

月～金10:00～１7：3０ 

土 10:00～１2:30 

日曜祭日はお休みです 

個人旅行の方（ご夫婦やご家族・親しい方々の少人数旅行など） 

全旅協旅行災害補償制度（新型コロナ診断見舞金付） 

・旅行中又は旅行終了後３０日以内に新型コロナと診断された方に１０万円の見舞金 

・万が一の場合に保険による補償（ケガによる死亡・入院・通院、重大事故時のサポート） 

 など旅行会社としての対応を行います。 
A 

グループ＆団体旅行の方（おおよそ５名以上でコースを作成した企画旅行など） 

B 

コロナお守りパック（新型コロナウィルス感染症を補償し旅行参加者に安心をお届けします） 

①新型コロナウィルス感染症一時金・・・同行者全員に３万円をお支払い 

   （旅行期間中又は終了後１４日以内に診断された場合） 

②国内旅行傷害保険として・・・死亡・後遺障害１００万円保険（傷害のみ） 

③メディカルアシスト・・・・・電話による各種相談 

               夜間の救急医療機関 

               最寄りの医療機関案内 

               ２４時間対応 

A 全旅協旅行災害補償制度（新型コロナ診断見舞金付）・・上記内容 

＋ 

１泊２日１名当り 

＠５００円 

団体の場合 A＋Bの補償制度 １泊２日１名＠１０００円（基本プラン）で対応します。 

但し、利用条件として企画旅行商品にする必要があります。（施設手配に加えて、コース作成などの条件） 

ご旅行の際には感染防止対策にご協力をお願いします 

・旅行中は、マスク、手洗い消毒、三密防止などの感染防止対策をお願いしています。 

 又、ご利用の施設（ホテル、観光バス、昼食場所、見学場所など）のスタッフのお願いにご協力下さい 

注意点 

１、コロナお守りパックは個人旅行の手配旅行にはお使いいただけません 

２、Aの補償制度は１口単位で補償を増額できます。 

３、グループ、団体はAとBはセットでなくとも単独でご利用いただけます 

詳しくは、ひまわり旅行までお問い合わせください。 

もしもの時の、旅行補償制度と「コロナお守りパック」のご紹介 

ブログをご覧ください 
（新情報をアップしています） 


